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官公庁、並びに独立行政法人や第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立・出資等している法人でないこと。


資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと。みなし大企業でないこと。

本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人でないこと。

雇用保険の適用事業主であること。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
県の戦略産業である成長産業分野  に属する法人等、運輸業に属する法人等又は福岡労働局及び連携自治体等
から地域経済の発展に貢献する法人等として推薦があったもののうち県が認めた法人であること。

※

福岡県内を就業場所とする週20時間以上の無期雇用契約に基づく求人を行う法人等であること。  
（無期雇用とは雇用契約において雇用期間の定めがない場合を言います。原則更新の有期雇用であって
繰り返し契約更新が想定されている場合でも無期雇用とは言いません。）  

福岡県人材育成・活躍推進部労働政策局
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